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１ 作成の目的

○ 沖縄県では、５月23日に発令された緊急事態宣言が長期化しており、県民にとっても出口が見え
ない状況が続き、自粛慣れにより感染抑制が十分とは言い難い状況にある。

○ また、事業者においても先行きが見えない状況により、計画的な事業活動再開の目途が立てられ
ない状況。

○ このため、今回の緊急事態宣言中における対策強化・緩和時のデータを整理し、感染対策を徹底
した場合における感染状況の見通しを作成し、今後対策を緩和する議論開始時期の目安とするとと
もに、県民や関係団体とも共有し、今後の経済再開に向けて、より一層の感染対策をお願いしたい。

緊急事態宣言解除及び経済活動再開に向けた見通し

2 対策強化・緩和時の主要指標

※ 赤字は対策強化、青字は対策緩和

日付 対策内容
新規

感染者数
(週合計)

新規

感染者数
(日平均)

療養者数
病床

占有率

重症・
中等症
患者数

実効再
生産数

デルタ株
割合

その他

⓪ R3.4.9 まん延防止等重点措置の実施 778 111 1,092 68.8% 133 1.22 －

① R3.5.21

緊急事態宣言発令（R3.5.23～）
・部活動の原則休止
・飲食店への休業・時短要請
・酒類提供自粛要請

1,073 153 1,771 72.6% 281 1.52 －

② R3.6.3
・イベントの延期または中止要請
・学校休校（6/7～20） 1,825 261 2,750 86.2% 426 0.83 －

アルファ株
置き換わり

③ R3.6.17 ・学校再開（6/21～） 779 111 1,824 70.0% 340 0.61 －

④ R3.7.8
・イベント要件の緩和（1000人以下）
・県立施設の一部開館 354 51 684 47.4% 165 0.72 3.80%

⑤ R3.7.21 ・県立施設の休館 645 92 864 52.7% 253 2.33 33.66%
デルタ株置き換わり
７月連休前

⑥ R3.7.29 ・大規模集客施設の土日休業 1,617 231 1,989 71.0% 371 2.62 56.63% ８月連休前

4,373 625 6,357 83.4% 587 0.9 －（参考）R3.8.30現在 ※実効再生産数は8/23-29
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療養者数・新規感染者数（日平均）の推移

③6月17日

学校再開

④7月8日

イベント要件緩和

県立施設一部開館

②6月3日

学校休校

⑤7月21日

県立施設休館

⑥7月29日

大規模集客施設

土日休業要請

折線：療養者数（右軸）

← 前週比に →
よる推計

①5月21日

緊急事態宣言

部活動原則休止

飲食店休業時短

酒類提供自粛

★ ★ ★

← 通常期間 →
移行？

前週比 1.1

前週比 0.7

前週比 1.0
○10月末にワクチン
接種２回目60％達成
で重症化減

ワクチン接種
２回目60％

ワクチン接種
２回目70％

ワクチン接種
２回目50％

ワクチン接種
１回目50％

○認証店のみ酒類提
供検討
○地域の感染状況に
応じた対策可

← 段階的 →
解除期間

(人)

縦棒：新規感染者数（左軸）

★

(人)

前週比 0.8

前週比 0.9

⓪４月９日

まん延防止

措置移行

新規感染者数

111人

段階的に対策

を緩和する

100人
程度

200人
程度

１大規模集客施設土日
再開

２県立施設開館
３緊急事態宣言からま
ん延防止措置へ移行
→認証店酒類提供
→地域毎の対策

４まん延防止措置解除
→経済活性化取組展
開

徐
々
に
緩
和

新規
感染者

～

○ 療養者数、新規感染者数ともに高水準となっており、人流抑制や感染症対策の徹底によ
り実効再生産数を下げたとしても、新規感染者数が緊急事態宣言前の水準に戻るには一定
の時間を要する。

○ 一方で、ワクチン接種が一定程度進捗することを考えると、今後、重症・中等症患者の
減少が期待されることから、大規模集客施設土日休業要請を開始した際の新規感染者200
人程度から、４月のまん延防止措置に移行した際の100人程度までを段階的解除期間とし
て、緊急事態措置・まん延防止措置の解除等、徐々に対策を緩和していきたい。

○ 段階的解除期間は、前週比0.8の新規感染者数で推移するケースでは、10月頭頃から10
月末頃まで、また、人流抑制等の対策を徹底し前週比0.7で推移するケースでは、９月中
旬頃から10月上旬頃と推計される。

○ なお、これらの検討においては、他指標や変異株の動向、医療提供体制等の負荷など
様々な要素を考慮し、国との調整の上、専門家等の意見を踏まえた上で方針を決定する必
要がある。

○ 緊急事態措置やまん延防止措置の解除後において、感染拡大の兆候が見られるときには
速やかに抑制策を再開する。

＜段階的解除期間＞

３ 緊急事態宣言解除及び経済活動再開に向けた見通し
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